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道 企 業 管 理 規 程

北海道企業局公示令達規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２２年３月３１日

北海道公営企業管理者 武 内 良 雄
北海道企業管理規程第２号

北海道企業局公示令達規程の一部を改正する規程
北海道企業局公示令達規程（昭和３９年北海道企業局管理規程第１号）の一部を次のように
改正する。
第２条第２号中「の全部又は一部に対し」を「に対し、」に改め、「指揮」を削り、同条
第４号中「指揮」を削り、同条第５号を削り、同条第６号中「職権」を「、職権」に改め、
同号を同条第５号とし、同条第７号中「対して」を「対し、」に改め、同号を同条第６号と
する。
第３条中「第７号」を「第６号」に改める。
附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

北海道情報公開条例の施行に関する北海道企業局規程の一部を改正する規程を次のように

定める。

平成２２年３月３１日

北海道公営企業管理者 武 内 良 雄

北海道企業管理規程第３号

北海道情報公開条例の施行に関する北海道企業局規程の一部を改正する規程

北海道情報公開条例の施行に関する北海道企業局規程（平成１４年北海道企業管理規程第３

号）の一部を次のように改正する。

第１条の２から第１４条までを削り、第１条の次に次の１条を加える。

（条例の施行に関し必要な事項）

第２条 管理者が管理する公文書について、条例の施行に関し必要な事項は、北海道情報公

開条例の施行に関する規則（平成１０年北海道規則第４４号）の例による。

附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

北海道公営企業管理者が保有する個人情報の保護に関する規程の一部を改正する規程を次

のように定める。

平成２２年３月３１日

北海道公営企業管理者 武 内 良 雄

北海道企業管理規程第４号

北海道公営企業管理者が保有する個人情報の保護に関する規程の一部を改正する規程

北海道公営企業管理者が保有する個人情報の保護に関する規程（平成６年北海道企業管理

規程第７号）の一部を次のように改正する。

第１条中「関し、」を「関し」に改める。

第２条から第３１条までを削り、第１条の次に次の１条を加える。

（管理者が保有する個人情報の保護に関し必要な事項）

第２条 管理者が保有する個人情報の保護に関し必要な事項については、知事が保有する個

人情報の保護に関する規則（平成６年北海道規則第９７号）の例による。

附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

北海道企業局処務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
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平成２２年３月３１日
北海道公営企業管理者 武 内 良 雄

北海道企業管理規程第５号

北海道企業局処務規程の一部を改正する規程
北海道企業局処務規程（昭和５２年北海道企業管理規程第３号）の一部を次のように改正す
る。
第３条中「決裁事項を例示すると」を「決裁を必要とする事項は」に改める。
第５条中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号中「（技能労務職員として任
用される者で２月以内の期間を定めて任用されるものに限る。）」を削り、同号を第５号と
し、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。
� 所属の職員の休暇及び勤務しないことについて承認すること。
第６条の次に次の１条を加える。
（主幹の共通専決事項）
第６条の２ 主幹は、課長が専決することができる事項のうち、当該グループの分掌に係る
もので、あらかじめ課長の指定するものを専決することができる。
第７条中第３号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。
� 所属の職員の休暇及び勤務しないことについて承認すること。
第８条中「前４条」を「前５条」に改める。
第１５条第１項中「各号の１」を「各号のいずれか」に改める。
別表の表総務課長の項中第１号を削り、第２号を第３号とし、第３号から第１８号までを１
号ずつ繰り上げる。

附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

雨竜川鷹泊ダム管理規程を廃止する規程を次のように定める。
平成２２年３月３１日

北海道公営企業管理者 武 内 良 雄
北海道企業管理規程第６号

雨竜川鷹泊ダム管理規程を廃止する規程
雨竜川鷹泊ダム管理規程（昭和４０年北海道企業局管理規程第６号）は、廃止する。
附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

北海道企業局財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２２年３月３１日

北海道公営企業管理者 武 内 良 雄
北海道企業管理規程第７号

北海道企業局財務規程の一部を改正する規程
北海道企業局財務規程（昭和５３年北海道企業管理規程第１号）の一部を次のように改正す
る。
目次中「第６款 所に係る前渡資金の取扱い（第９９条－第１１４条）」を「第６款 前渡資
金の取扱い（第１００条－第１１４条）」に改め、「第７款 所以外の前渡資金の取扱い（第１１４
条の２－第１１４条の１３）」を削る。
第３４条第１号中「前渡資金執行整理簿、」を削り、同条第４号中「前渡資金執行整理簿及
び」を削り、同条第８号「前渡資金出納簿、」及び「（所以外の資金前渡員のみ）」を削る。
第３６条を次のように改める。
第３６条 削除
第６７条第１項第５号中「給与取扱責任者」を「資金前渡員、給与取扱責任者」に改める。
第７１条中「第２１条の５第１項第１２号」を「第２１条の５第１項第１５号」に改め、同条第１号
中「所における」を削り、同条第５号から第７号までを削る。
第４章第３節第６款の款名を次のように改める。

第６款 前渡資金の取扱い
第９９条を次のように改める。
第９９条 削除
第１００条第１項中「所に置かれた」を削り、「当該所長」を「企業局処務規程に定める支
出負担行為を行うべき者」に改め、同条第２項中「前条の規定により通知を受けた前渡資金
交付決定額の範囲内で、これを行わなければならない」を「前渡を受けた資金の範囲内にお
いて行うものとする」に改め、同条第３項後段を削る。
第１０１条及び第１０２条を次のように改める。
第１０１条及び第１０２条 削除
第１０４条中「前渡資金支払命令書」を「前渡資金支払伝票」に改める。
第１１３条中「毎月前渡資金出納計算書を作成し、証拠書類を添えて、翌月５日までに」を
「前渡資金の保管理由がなくなったとき又は前渡資金の支払が完了したとき（反復して資金
の前渡を受ける場合にあっては、当該月の支払が完了したとき）は、直ちに、前渡資金精算
書を作成し、」に改める。

「第７款 所以外の前渡資金の取扱い」を削る。
第１１４条の２から第１１４条の１３までを削る。
第１６８条第１項中「第２３８条の４第４項」を「第２３８条の４第７項」に改める。
第２０３条第１号中「（所以外の前渡資金にあっては伝票）」を削り、同条第２号中「（東
京事務所の前渡資金にあっては、請求書又は支払調書）」を削り、同条第３号に次のただし
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書を加える。「。ただし、領収証書を得がたいときは、その事由、支払先及び支払金額を明
らかにした資金前渡員の証明書」
第２２０条中「３部」を「２部」に改める。
別記様式目次中
「第１２号 前渡資金執行整理簿 ３４」を
「第１２号 削除 」に、
「第２３号 前渡資金経理票 ３６
第２４号 前渡資金日計表 ３６」を
「第２３号 削除
第２４号 削除 」に、
「第３４号 前渡資金交付決定額通知書 ９９
第３５号 前渡資金交付請求書 １１４の３
第３６号 前渡資金支払伝票 １ １１４の６
第３７号 前渡資金支払伝票 ２ １１４の６
第３８号 前渡資金支払伝票 ３ １１４の６
第３９号 前渡資金戻入決定書・回収調書 １１４の１１
第４０号 前渡資金精算書 １１４の１２」を
「第３４号 削除
第３５号 削除
第３６号 前渡資金支払伝票 １ １０４
第３７号 前渡資金支払伝票 ２ １０４
第３８号 前渡資金支払伝票 ３ １０４
第３９号 削除
第４０号 前渡資金精算書 １１３」に改める。
第１２号様式を次のように改める。
第１２号様式 削除
第２３号様式及び第２４号様式を次のように改める。
第２３号様式 削除
第２４号様式 削除
第３４号様式及び第３５号様式を次のように改める。
第３４号様式 削除
第３５号様式 削除
第３９号様式を次のように改める。
第３９号様式 削除
第６号様式第２葉中「�」を削る。

第３６号様式第１葉、第３７号様式第１葉及び第３８号様式第１葉中「（第１１４条の６）」を
「（第１０４条）」に改める。
第４１号様式中「�」を削る。
第４６号様式中「印」を削る。
第５２号様式その１及び同様式その２中「�」を削る。
附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

北海道企業職員給与規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２２年３月３１日

北海道公営企業管理者 武 内 良 雄
北海道企業管理規程第８号

北海道企業職員給与規程の一部を改正する規程
北海道企業職員給与規程（平成２１年北海道企業管理規程第１０号）の一部を次のように改正
する。
第１７条第１項中「道職員」の次に「給与条例の適用を受ける者」を加える。
附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

北海道企業職員被服貸付規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２２年３月３１日

北海道公営企業管理者 武 内 良 雄
北海道企業管理規程第９号

北海道企業職員被服貸付規程の一部を改正する規程
北海道企業職員被服貸付規程（昭和４２年北海道企業局管理規程第５号）の一部を次のよう
に改正する。
第１条中「企業職員（」の次に「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい
う。）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。」を加える。
第２条の次に次の１条を加える。
（被服の貸付時期）
第２条の２ 貸付被服は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める日に貸付する。
� 年間を通じて着用するもの ６月１日
� 夏季間に着用するもの ６月１日
� 冬季間に着用するもの １０月１日
２ 前項に規定する日に被服の貸付を行うことが困難な場合には、所属長は、総務課長の承
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認を受けて、別に貸付の時期を定めることができる。
３ 第１項に規定する日後に新たに前条第１項に規定する職員となった者に対する被服の貸
付は、第１項の規定にかかわらず、そのつど行う。
第３条中「業務」を「職務」に改める。
第４条中「必要な手入れを行い、保全に努めなければならない」を「善良なる管理者の注
意を持って保存しなければならない」に改める。
第５条に次の１項を加える。
２ 被服の貸付を受けた者が退職し、引き続き法第２８条の５第１項の規定により採用された
場合における前項の適用については、当該退職及び採用を勤務替え等とみなす。
第７条を次のように改める。
第７条 削除
第９条を次のように改める。
（台帳の作成）
第９条 所属長は、被服貸付台帳（別記第２号様式）を備え、常に使用状況を明らかにして
おかなければならない。
第１０条を削る。
別表を次のように改める。
別表

職 種
品 目

耐用年数
品 名 員 数

発電管理事務所又は工業用水道
管理事務所において運転保守に
従事する者

作業帽 １ ３

防寒帽 １ ４

作業衣（上下） １ ２

作業替ズボン １ ２

防寒作業衣（上下） １ ３

雨衣（上下） １ ３

オーバーオール １ ２

安全靴（又は、運動靴） １ ２

ゴム長靴 １ ２

防寒手袋 １ ２

防寒長靴 １ ２

作業衣（上下） １ ２

工事の現場作業に専ら従事する
者

防寒作業衣 １ ３

雨衣（上下） １ ４

ゴム長靴 １ ２

乗用自動車の運転及び保全に関
する業務に専ら従事する者

制服 １ ３

アノラック １ ３

ゴム長靴 １ ２

オーバーオール １ １

別記第２号様式を削り、別記第３号様式を別記第２号様式とし、同様式中、裏面を削る。
附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

北海道企業局組織規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２２年３月３１日

北海道公営企業管理者 武 内 良 雄
北海道企業管理規程第１０号

北海道企業局組織規程の一部を改正する規程
北海道企業局組織規程（昭和３９年北海道企業局管理規程第２号）の一部を次のように改正
する。
第４条第４項中「土木係及び事業係」を「土木係、事業係、建設係及び機電係」に改める。
第６条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に
次の１号を加える。
� 発電所の建設に関すること。
第８条第２項の表管理事務所の項中「次長」を「次長、主幹」に改める。
附則第７及び第８中「施設の運用及び管理に関する技術に従事する」を「の調査、企画、
建設等に関わる事務に従事するとともに、関係事務を整理する」に改める。

附 則

（施行期日）
１ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。
（北海道電気事業電気工作物保安規程の一部改正）
２ 北海道電気事業電気工作物保安規程（昭和６１年北海道企業管理規程第２号）の一部を次
のように改正する。
第５条第２項の表中、「次長」を「次長、主幹」に改める。
別表第１を次のように改める。
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別表第１（第４条関係）

公営企業管理者 

企　　業　　局 総　　　務　　　課 

（保安教育及び訓練統括に関すること。） 

（発電情報） 

１　発電所、送電施設等の工事、維持の総括に関すること。 
２　発電所の開発計画及び建設工事に関すること。 
３　発電情報監視装置の維持及び運用に関すること。 
４　運転監視業務の委託事務に関すること。 
５　発電所建設工事の設計及び施工に関すること。 
６　建設工事用電気工作物の工事、維持及び運用に 
　関すること。 
７　保安教育及び訓練の実施に関すること。 

１　発電所、送電施設等の工事、維持及び運用に関すること。 
２　運転監視業務の委託に関すること。 
３　シューパロ発電所建設工事の設計及び施工に関すること。 
４　シューパロ発電所建設工事用電気工作物の工事、 
　維持及び運用に関すること。 
５　保安教育及び訓練の実施に関すること。 

鷹泊発電管理事務所 
（統合管理事務所） 

※１ 

※２ 

※２ 

１　発電所、送電施設等の工事、維持及び運用に関すること。 
２　運転監視業務の委託に関すること。 
３　保安教育及び訓練の実施に関すること。 

※１ 

電　気　主　任　技　術　者 

ダム水路主任技術者 

鷹　泊　発　電　所 

鷹泊ダム 

岩　尾　内　発　電　所 

ポンテシオ発電所 

ポンテシオダム 

（企業局） 

事故・故障対応 
給電指令 
業務連絡 

事故・故障対応 
給電指令 
業務連絡 

凡　例 
：責任分解点 

（委託による監視制御） 

夕張川発電管理事務所 

電　気　主　任　技　術　者 

ダム水路主任技術者 

二 股 発 電 所 

滝 下 発 電 所 

清水沢発電所（有人） 
滝の上発電所（有人） 

川 端 発 電 所 

送電線路 
清水沢ダム 
沼の沢取水堰 
滝の上取水堰 

シューパロ発電所建設 

（委託による監視制御） 

運転監視を受託した道営発電所の 
発電情報を収集し、発電課に配信 

（北電側） 北海道電力株式会社本店 
中央給電司令所 

北海道電力株式会社 
旭川統括電力センター 
系統運用グループ 

北海道電力株式会社 
札幌統括電力センター 
系統運用グループ 

発　　　　電　　　課 
（発電情報監視室） 

保安に関する組織及び業務分掌 
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別表第２の管理事務所の項中「次長」を「次長、主幹」に改める。
（北海道企業職員給与規程の一部改正）
３ 北海道企業職員給与規程（平成２１年北海道企業管理規程第２号）の一部を次のように改
正する。
第６条を次のように改める。
（住居手当）
第６条 条例第５条の３第１号に規定する管理者の定める職員は、次の各号に掲げるものと
する。
� 他の地方公共団体その他管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している
職員

� 職員の扶養親族たる者（条例第５条に規定する扶養親族で、届出がされている者をい
う。以下同じ。）が所有する住宅及び職員の配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上
婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、父母又は配偶者の父母で、職員
の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者
がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職
員

２ 条例第５条の３第２号に規定する管理者の定めるこれに準ずる住宅は、前項第１号に規
定する職員宿舎及び同項第２号に規定する住宅とする。
３ 条例第５条の３第２号に規定する管理者の定める者は、単身赴任手当に関する規則（北
海道人事委員会規則７－７５４）第５条第２項に該当する職員で、同項第２号に規定する満
１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子が居住するための住宅として、同
号に規定する異動又は部局の移転（職員以外の地方公務員等（道職員給与条例第１０条の４
第２項及び警察職員給与条例第１２条の３第２項に規定する職員以外の地方公務員等並びに
学校職員給与条例第１０条の２の２第２項に規定する学校職員以外の地方公務員等をい
う。）であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、
公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例（平成１３年北海道条例第５４号）第２
条第１項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰）の直前の住居で
あった住宅（条例第５条の３第１項第１号に規定する公宅並びに第１項に規定する職員宿
舎及び住宅を除く。）又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額
１万２，０００円を超える家賃を支払っているものとする。
別表第１の３級の項中４の事項を削り、５の事項を４の事項とし、６の事項を５の事項
とし、同表４級の項中４の事項を削り、５の事項を４の事項とし、６の事項を５の事項と
し、同表５級の項４の事項中「次長」を「次長、主幹」に改め、同項５の事項を削り、６
の事項を５の事項とし、同表６級の項３の事項中「次長」を「次長及び主幹」に改め、同
項４の事項を削る。

別表第２中「及び発電管理事務所次長」を「、発電管理事務所次長及び主幹」に改める。

道 公 安 委 員 会 規 則

北海道地方警察職員の組織別定員に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月３１日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会規則第４号

北海道地方警察職員の組織別定員に関する規則の一部を改正する規則
北海道地方警察職員の組織別定員に関する規則（昭和３２年北海道公安委員会規則第３号）
の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表

区 分

組織別

警 察 官 警察官以

外の職員
合 計

警 視 警 部 警部補及び
巡 査 部 長 巡 査 計

北海道警察本部 １６５ ２３８ １，１６４ ４２１ １，９８８ ５５９ ２，５４７

札 幌 市 警 察 部 （３） （１） （３） （７） （３） （１０）

北海道警察学校 １２ １４ ４４ ３００ ３７０ ４０ ４１０

札幌方面警察署 １０８ ２１７ ２，２９８ １，５６０ ４，１８３ ２６８ ４，４５１

計 ２８５ ４６９ ３，５０６ ２，２８１ ６，５４１ ８６７ ７，４０８

函館方面

本 部 ２１ ３３ １４７ ３４ ２３５ ６３ ２９８

警察署 ２０ ４３ ３９４ ２０４ ６６１ ５３ ７１４

計 ４１ ７６ ５４１ ２３８ ８９６ １１６ １，０１２

旭川方面

本 部 ２２ ３５ １７１ ５０ ２７８ ６９ ３４７

警察署 ２８ ６５ ５９４ ２７３ ９６０ ８３ １，０４３

計 ５０ １００ ７６５ ３２３ １，２３８ １５２ １，３９０

釧路方面

本 部 ２６ ３９ １８４ ４５ ２９４ ６９ ３６３

警察署 ２４ ５３ ５２４ ２９３ ８９４ ７０ ９６４

計 ５０ ９２ ７０８ ３３８ １，１８８ １３９ １，３２７

本 部 １８ ３０ ９８ ２１ １６７ ５１ ２１８
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北見方面 警察署 １５ ２９ ２６０ １１６ ４２０ ３８ ４５８

計 ３３ ５９ ３５８ １３７ ５８７ ８９ ６７６

合 計 ４５９ ７９６ ５，８７８ ３，３１７ １０，４５０ １，３６３ １１，８１３

注１ 警察教養施設において、新任者として訓練中の者の定員は、北海道警察学校に含め
る。
２ 札幌市警察部の定員は、兼任制のため内数による再掲である。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。
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